
ハラスメント相談及び対応のフロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員（ハラスメン

トの相談） 

相談窓口（外部委託） 

①心理カウンセラー等専門の相談員に

より、電話、メールの相談とともに、

匿名での相談も行えます。勤務時間外

や土日等の相談も可能です。時間外や

土日も対応  

匿名相談にも対応 

②ハラスメントの判定を要する事案に

ついて聞き取り調査、有無の判定  

懲戒審査委員会  

・副市長以下、部長及び 

市長が指名する職員 

戒告、減給 

停職、免職  

相談  

第３者機関  

・公平委員会 

・労働基準監督署 

市  長  

改善・再発

防止 

 

諮問  

行為者 等  

答申  

懲戒 

報告  

ハラスメント対応

委員会  

関係者に対し必要な

指導、助言等  

報告  

助言  

助言・報告  

調査・要請 

措置  

措置  
指導・注意  

処分  

相談  

管理監督者・人事課（病院総務課） 

・産業医 

相談  

助言  

報告  
報告  


